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男鹿市条例第６号 

 

   男鹿市行政手続における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例等の一部を改正する条例 

（男鹿市行政手続における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正） 

第１条 男鹿市行政手続における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年男鹿市条例第３０号）

の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。 

⑴及び⑵ （略） ⑴及び⑵ （略） 
⑶ 特定個人情報 法第２条第９項に規定する特定個人情報
をいう。 

⑶ 特定個人情報 法第２条第８項に規定する特定個人情報
をいう。 

⑷ 個人番号利用事務実施者 法第２条第13項に規定する個
人番号利用事務実施者をいう。 

⑷ 個人番号利用事務実施者 法第２条第12項に規定する個
人番号利用事務実施者をいう。 

⑸ 情報提供ネットワークシステム 法第２条第15項に規定
する情報提供ネットワークシステムをいう。 

⑸ 情報提供ネットワークシステム 法第２条第14項に規定
する情報提供ネットワークシステムをいう。 

⑹及び⑺ （略） ⑹及び⑺ （略） 
  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

（男鹿市市税条例の一部改正） 

第２条 男鹿市市税条例（平成１７年男鹿市条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（市民税の申告） （市民税の申告） 
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改正後 改正前 

第36条の２ （略） 第36条の２ （略） 

２～９ （略） ２～９ （略） 

10 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場
合には、新たに第23条第１項第３号又は第４号に掲げる者に
該当することとなった者に、当該該当することとなった日か
ら２か月以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主た

る事務所又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業
所又は寮等の所在、法人番号（行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律
第27号）第２条第16項に規定する法人番号をいう。以下市民
税について同じ。）、当該該当することとなった日その他必
要な事項を申告させることができる。 

10 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場
合には、新たに第23条第１項第３号又は第４号に掲げる者に
該当することとなった者に、当該該当することとなった日か
ら２か月以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主た

る事務所又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業
所又は寮等の所在、法人番号（行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律
第27号）第２条第15項に規定する法人番号をいう。以下市民
税について同じ。）、当該該当することとなった日その他必
要な事項を申告させることができる。 

（施行規則第15条の３第３項並びに第15条の３の２第４項及
び第５項の規定による補正の方法の申出） 

（施行規則第15条の３第３項並びに第15条の３の２第４項及
び第５項の規定による補正の方法の申出） 

第63条の２ 施行規則第15条の３第３項並びに第15条の３の２
第４項及び第５項の規定による補正の方法の申出は、当該家
屋に係る区分所有者の代表者が毎年１月31日までに次に掲げ
る事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければなら
ない。 

第63条の２ 施行規則第15条の３第３項並びに第15条の３の２
第４項及び第５項の規定による補正の方法の申出は、当該家
屋に係る区分所有者の代表者が毎年１月31日までに次に掲げ
る事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければなら
ない。 

⑴ 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律第２条第５項に規定する個人番号をいい、当該書類を

提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資
産税について同じ。）又は法人番号（同条第16項に規定す
る法人番号をいう。以下固定資産税について同じ。）（個
人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏
名又は名称） 

⑴ 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律第２条第５項に規定する個人番号をいい、当該書類を

提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資
産税について同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定す
る法人番号をいう。以下固定資産税について同じ。）（個
人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏
名又は名称） 

⑵～⑷ （略） ⑵～⑷ （略） 
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改正後 改正前 

２ （略） ２ （略） 

（種別割の減免） （種別割の減免） 

第89条 （略） 第89条 （略） 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、
納期限前７日までに、当該軽自動車等について減免を受けよ
うとする税額及び次に掲げる事項を記載した申請書に減免を

必要とする事由を証明する書類を添付し、これを市長に提出
しなければならない。 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、
納期限前７日までに、当該軽自動車等について減免を受けよ
うとする税額及び次に掲げる事項を記載した申請書に減免を

必要とする事由を証明する書類を添付し、これを市長に提出
しなければならない。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所
の所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第
２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次
条において同じ。）又は法人番号（同法第２条第16項に規

定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個
人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事

務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

⑵ 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所
の所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第
２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次
条において同じ。）又は法人番号（同法第２条第15項に規

定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個
人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事

務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

⑶～⑻ （略） ⑶～⑻ （略） 

３ （略） ３ （略） 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第139条の３ （略） 第139条の３ （略） 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする
者は、納期限前７日までに、次に掲げる事項を記載した申請
書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付し
て市長に提出しなければならない。ただし、市長が、当該者
が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれかに該当す
ることが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする
者は、納期限前７日までに、次に掲げる事項を記載した申請
書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付し
て市長に提出しなければならない。ただし、市長が、当該者
が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれかに該当す
ることが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必
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改正後 改正前 

要があると認める場合は、この限りでない。 要があると認める場合は、この限りでない。 

⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号（行政手
続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律第２条第16項に規定する法人番号をいう。以下こ
の号において同じ。）（法人番号を有しない者にあって
は、住所及び氏名又は名称） 

⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号（行政手
続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律第２条第15項に規定する法人番号をいう。以下こ
の号において同じ。）（法人番号を有しない者にあって
は、住所及び氏名又は名称） 

⑵及び⑶ （略） ⑵及び⑶ （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

（男鹿市入湯税条例の一部改正） 

第３条 男鹿市入湯税条例（平成１７年男鹿市条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） （入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第10条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前
日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならな
い。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにそ
の旨を申告しなければならない。 

第10条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前
日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならな
い。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにそ
の旨を申告しなければならない。 

⑴ 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称
及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第
２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号におい
て同じ。）又は法人番号（同条第16項に規定する法人番号
をいう。以下この号において同じ。）（個人番号又は法人

⑴ 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称
及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第
２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号におい
て同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号
をいう。以下この号において同じ。）（個人番号又は法人
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改正後 改正前 

番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事
業所の所在地及び氏名又は名称） 

番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事
業所の所在地及び氏名又は名称） 

⑵及び⑶ （略） 
 

⑵及び⑶ （略） 
 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 


